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○松浦市新規漁業就業促進事業費補助金交付要綱 

平成１８年６月２８日 

告示第２００号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が漁業への新規就業者の定着促進を図るため、漁業と漁村を

支える人づくり事業費補助金実施要綱（令和５年３月３１日付５水経第３５６号長

崎県水産部水産経営課長通知）に基づく事業について、予算の定めるところにより、

松浦市新規漁業就業促進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの

とし、その交付については、松浦市補助金等交付規則（平成１８年松浦市規則第３

５号。以下「規則」という。）及びこの告示の定めるところによる。 

（補助の対象及び補助率） 

第２条 補助金の交付の対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。 

（申請書に添付すべき書類） 

第３条 規則第４条による補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請

書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

(1) 松浦市新規漁業就業促進事業実施計画書（様式第１号） 

(2) 松浦市新規漁業就業促進事業収支予算書（様式第２号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 規則第４条の規定による申請書の提出期限は、市長が定める。 

３ 補助金を申請しようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税相当額（補助

対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明

らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において

仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合はこの限りではない。 

（補助の条件） 

第４条 規則第６条による条件は当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及

び証拠書類を整備し、これを事業の完了の翌年度から５年間保管しなければならな

い。 

（申請の取下げ） 

第５条 規則第８条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、補

助金の交付決定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とする。 

（計画変更承認申請） 

第６条 規則第１１条第２項第１号の規定による変更の承認を受けようとする者は、

松浦市新規漁業就業促進事業計画変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。 

（軽微な変更） 
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第７条 規則第１１条第２項第１号の規定による市長が認める軽微な変更は、別表の

重要な変更の欄に掲げる以外の変更とする。 

（事業中止等の報告） 

第８条 規則第１１条第２項第２号に規定する事業の中止又は廃止の承認を受けよう

とする者は、松浦市新規漁業就業促進事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第９条 規則第１３条の規定による実績書の期限は、事業の完了した日若しくは規則

第１１条第２項第１号の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認が到達した

日から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月５日のいずれか早い日とする。 

２ 実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 松浦市新規漁業就業促進事業実績書 

(2) 松浦市新規漁業就業促進事業収支精算書（様式第２号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

３ 第３条第３項ただし書の規定により、補助金の交付の申請をした者は、前項の松

浦市新規漁業就業促進事業実績書を提出する場合において、仕入れに係る消費税相

当額が明らかになったときは、この金額を補助金額から減額して市長に報告しなけ

ればならない。 

４ 補助金の交付を申請した者は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費

税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、こ

の金額（減額して申請又は報告した場合にあっては、その金額の内、減じて申請又

は報告した金額を上回る金額）を補助金額から減額して仕入れに係る消費税等相当

額報告書（様式第５号）により速やかに市長に報告しなければならない。この場合

において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 補助の対象となる経費は、概算払の方法により交付することができる。 

（補則） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項は市長

が定める。 

附 則 

この告示は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２３年告示第１１８号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２４年告示第１１０号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第１６７号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２７日告示第１４６号） 
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この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２９年５月３１日告示第１０７号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２９年９月２８日告示第１４７号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日告示第２８号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和２年６月２６日告示第１３９号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の松浦市新規漁業就業促進事業費補助金

交付要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年６月２５日告示第９５号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の松浦市新規漁業就業促進事業費補助金

交付要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年３月２５日告示第３９号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年４月１０日告示第８４号） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の松浦市新規漁業就業促進事業費補助金

交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月２１日告示第１６号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

事業種目 補助の対象となる経費 補助率 重要な変更 

１ 漁業就業

実践研修事

業 

（１） これまでに１年間を超えて、

主として漁業に継続して従事した

経験がなく、新たに漁業を始める者

（雇用型漁業から独立型漁業へ転

換する者を除く。）であって、かつ、

新松浦漁業協同組合の長が推薦す

る者で、別途定める松浦地域漁村担

い手確保計画に基づき、就業定着の

意欲と能力があると市が認める者

が以下の４コースの漁業就業実践

研修期間中に必要とする下記の経

費 

ア スマート人材育成 

（ア） 対象者：一本釣、延縄、

刺網、小型定置網等の独立型漁

業の経営を目指す者 

補助の対象と

なる経費の欄

に掲げる経費

について、１

０分の１０以

内 

１ 補助金の額に

変更を及ぼす変

更 

２ 補助対象経費

の３０％を超え

る増減 
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（イ） 研修期間：２年間 

ただし、次の要件全てに該当

する者にあっては、松浦地域漁

業の担い手確保推進協議会の

意見を聞いて、必要であると判

断された場合に限り、研修期間

を１年間延長することができ

る。 

① 県外からのUターン又はI

ターン者であること。 

② 研修開始時に５５歳以下

であること。 

③ 漁家の２親等以内の子弟

ではない又は漁家の２親等

以内の子弟であって複数の

漁業種類等の実践研修（年度

毎の研修期間の１／３以上

を２親等以内の親族以外の

漁業者又は水産加工業者に

就いて２親等以内の親族が

従事する漁業又は水産加工

業以外の技術を習得する研

修に限る。以下同じ。）に取

り組む者であること。 

イ 地域漁業習得 

（ア） 対象者：定置網、養殖、

まき網漁業等の雇用型漁業へ

の従業を目指す者 

（イ） 研修期間：１年間 

ウ 漁業承継 

（ア） 対象者：漁家の２親等以

内の子弟であって後継者とし

て漁業就業を目指す者 

（イ） 対象漁家：直近３か年の

平均漁業所得が５００万円未

満の漁家 

（ウ） 研修期間：２年間 

エ マルチ人材育成 
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（ア） 対象者：他産業との兼業

を目指し新たに漁業の技術習

得を目指す者 

（イ） 研修期間：最長１８０日 

① 研修費 

② 保険加入料 

③ 漁業資材購入費 

④ 健康診断及び人間ドック

の受診費用 

⑤ その他研修受講に必要な

経費 

ア及びイに係る支給限度額 

１人につき、研修費として、１３

８，０００円／月（ただし、２親

等以内の親族から生計独立して

いない場合は、１００，０００円

／月） 

ウに係る支給限度額 

１人につき、研修費として、１年

目は１００，０００円／月、２年

目は８０，０００円／月 

エに係る支給限度額 

１人につき、研修費として１時間

あたり１，０００円、１２０，０

００円／月以内とする。 

研修費以外の支給限度額は、１人に

つき、５０，０００円／年とする。 

漁家の子弟にあっては、漁家から生

計独立した者、Uターンした者、又は

学校卒業後３年以内であって複数の

漁業種類等の漁業就業実践研修に取

り組む者に限り、ア及びイの対象とす

る。 

（２） 漁業就業実践研修生を受入れ

る漁家に支払う謝金等に要する経

費 

前号アに係る支給限度額 

受入漁家１者につき、１５０，０
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００円／月、支給期間は２年間以

内とする。 

前号エに係る支給限度額 

受入漁家１者につき、１時間当た

り１，０００円、１５０，０００

円／月以内とする。 

ただし、２親等以内の親族が受入

漁家となる場合は支給対象外と

する。 

２ 新規漁業

就業者定着

支援事業 

新規漁業就業者（長崎県外から本市

に転入し、新たに漁業に就業するIJタ

ーン者をいう。以下同じ。）の漁業経

費に要する経費、新規漁業就業者の漁

業技術研修の実施に要する経費又は

漁業経営を開始した者の技術向上若

しくは漁業種類の転換や多角化によ

る経営安定のための研修の実施に要

する経費 

なお、Jターン者とは、本市を除く

長崎県の市町出身者で、長崎県外から

本市に転入した者をいう。 

ア 漁業経費支援 

経営を開始した新規漁業就業者の

漁業経費に要する経費 

（ア）対象者：独立型漁業に従事し、

経営開始後２年以内の新規漁業

就業者 

（イ）支援対象期間：経営開始後２

年間 

（ウ）対象経費：漁具、燃料費、出

荷にかかる経費（箱代、氷代、出

荷手数料、運搬費等）、餌代、消

耗品費など 

イ 新規就業者研修 

ベテラン漁業者による技術指導に

要する経費及び研修者に対する研修

費。なお、研修は１２回／年まで実施

することができる。 

ア 

補助の対象と

なる経費の欄

に掲げる経費

について、３

分の１以内 

イ及びウ 

補助の対象と

なる経費の欄

に掲げる経費

について、１

０分の１０以

内 

補助金の額に変更

を及ぼす変更 
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（ア）対象者：独立型漁業に従事し、

経営開始後２年以内の新規漁業

就業者 

（イ）支援対象期間：経営開始後２

年間 

① 自船研修 

研修内容：研修者の漁船又は施設

等を使用して行う技術指導 

対象経費：指導謝金（日額４０，

０００円以内）、旅費（松浦市

職員等の旅費に関する条例（平

成１８年松浦市条例第４１号）

の例により算出された額） 

② 他船研修 

研修内容：指導者の漁船又は施設

等を使用して行う技術指導 

対象経費：指導謝金（日額２０，

０００円以内）、旅費（松浦市

職員等の旅費に関する条例の

例により算出された額）、研修

費（日額８，０００円以内） 

ウ 経営多角化研修 

ベテラン漁業者による技術指導に

要する経費及び研修者に対する研修

費。なお、研修期間は６か月以内とし、

１８０日の範囲で分割して実施する

ことができる。 

（ア）対象者：経営開始後に技術向

上のための研修に取り組む者又

は収益力向上を目的に漁業種類

の転換や多角化に取り組む者 

① 自船研修 

研修内容：研修者の漁船又は施設

等を使用して行う技術指導 

対象経費：指導謝金（日額２０，

０００円以内）、旅費（松浦市

職員等の旅費に関する条例の

例により算出された額）、研修
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費（日額８，０００円以内） 

② 他船研修 

研修内容：指導者の漁船又は施設

等を使用して行う技術指導 

対象経費：指導謝金（日額８，０

００円以内）、旅費（松浦市職

員等の旅費に関する条例の例

により算出された額）、研修費

（日額８，０００円以内） 

アに係る支給限度額 

対象経費の総額 

１，８００，０００円／年以内 

イ及びウに係る支給限度額 

研修費は研修者１人につき１か月

当たり１６０，０００円以内（旅費

を除く。）、指導謝金は１か月当た

り３００，０００円以内（旅費を除

く。） 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条、第９条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

 


